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（
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防
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防
衛
庁
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
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を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
八
号

（
衆
議
院
送
付
）

）

要
旨

本
法
律
案
は
、
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
給
与
改
定
に
準
じ
て
、
防
衛
庁
職
員
の
俸
給
月
額
等
を
改
定
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
平
成
十
七
年
度
の
防
衛
参
事
官
等
俸
給
表
、
自
衛
隊
教
官
俸
給
表
及
び
自
衛
官
俸
給
表
の
俸
給
月
額
を
一
般
職
の
国
家
公

務
員
の
例
に
準
じ
て
引
き
下
げ
る
。

二
、
防
衛
大
学
校
及
び
防
衛
医
科
大
学
校
の
学
生
（
以
下
「
学
生
」
と
い
う

）
に
支
給
す
る
学
生
手
当
の
月
額
を
十
万
六
千

。

六
百
円
（
現
行
十
万
六
千
七
百
円
）
に
引
き
下
げ
る
。

三
、
営
舎
外
居
住
を
許
可
さ
れ
た
自
衛
官
に
支
給
す
る
営
外
手
当
の
月
額
を
五
千
六
百
九
十
円
（
現
行
五
千
七
百
八
十
円
）
に

引
き
下
げ
る
。

四
、
学
生
の
十
二
月
期
の
期
末
手
当
に
つ
い
て
、
支
給
割
合
を
百
分
の
百
七
十
五
（
現
行
百
分
の
百
七
十
）
に
引
き
上
げ
る
。

五
、
平
成
十
八
年
度
の
防
衛
参
事
官
等
俸
給
表
、
自
衛
隊
教
官
俸
給
表
及
び
自
衛
官
俸
給
表
の
俸
給
月
額
を
一
般
職
の
国
家
公
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務
員
の
例
に
準
じ
て
引
き
下
げ
る
と
と
も
に
、
号
俸
構
成
を
変
更
す
る
。

六
、
昇
給
の
基
準
及
び
医
師
又
は
歯
科
医
師
で
あ
る
自
衛
官
の
俸
給
月
額
の
特
例
に
関
す
る
規
定
を
整
備
す
る
。

七
、
一
般
職
の
国
家
公
務
員
と
同
様
に
新
た
に
地
域
手
当
を
設
け
、
地
域
手
当
の
級
地
に
応
じ
て
定
め
る
割
合
を
俸
給
等
に
乗

じ
て
得
た
額
を
支
給
す
る
。

八
、
退
職
の
日
に
特
別
昇
任
し
た
自
衛
官
に
つ
い
て
、
退
職
手
当
等
が
増
加
し
な
い
よ
う
俸
給
月
額
に
関
す
る
特
例
を
定
め
る
。

九
、
本
法
律
は
、
公
布
の
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
初
日
（
公
布
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
）
か
ら
施
行
す

る
。
た
だ
し
、
五
な
い
し
八
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


